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○
経
済
産
業
省
令
四
十
九
号

環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
発
電
所
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
の
選
定
並
び
に
当
該
計
画
段
階
配
慮
事

項
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
に
関
す
る
指
針
、
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及

び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
並
び
に
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定

め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

発
電
所
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
の
選
定
並
び
に
当
該
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
係

る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
に
関
す
る
指
針
、
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及

び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
並
び
に
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針

等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

発
電
所
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
の
選
定
並
び
に
当
該
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
係
る
調
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査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
に
関
す
る
指
針
、
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合

理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
並
び
に
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る
省
令
（

平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
般
環
境
中
の
放
射
性
物
質
の
状
況

（７）

第
五
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
五
号
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
次
号
」
の
下
に

「
及
び
第
五
号
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
環
境
要
素
」
の
下
に
「
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を

加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

一
般
環
境
中
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素

放
射
線
の
量

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

前
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係
る
選
定
事
項

放
射
線
の
量
の
変
化
を
把
握
す
る
方
法

第
九
条
第
四
号
中
「
事
業
者
」
を
「
第
一
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
」
に
改
め
る
。
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第
十
一
条
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
中
「
事
業
者
」
を
「
第
一
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る

者
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
事
業
者
」
を
「
第
一
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
事
業
者
が
」

を
「
第
一
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
」
に
、
「
事
業
者
に
」
を
「
者
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
規
定
に
よ
る

関
係
市
町
村
長
の
」
を
削
り
、
「
記
載
さ
れ
た
意
見
」
の
下
に
「
及
び
見
解
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
事
業
者
が
」
を
「

第
一
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
」
に
、
「
事
業
者
に
」
を
「
者
に
」
に
、
「
第
一
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

」
を
「
当
該
者
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
規
定
に
よ
る
判
定
」
を
「
判
定
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
チ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
五
条
第
一

項
第
四
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
二
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
同
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、
「
同
号
イ

」
を
「
同
項
第
一
号
イ

」
に
改

（２）

（２）

め
、
「
第
五
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
と
」
の
下
に
「
、
「
計
画
段
階
配
慮
事
項
」
と
あ
る
の

は
「
項
目
」
と
」
を
加
え
、
「
「
計
画
段
階
配
慮
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
項
目
」
と
、
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
各
参
考
項
目
」
を
「
参
考
項
目
」
に
、
「
こ
の
項
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
四
号
」
に
改

め
る
。

第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
放
射
性
物
質
に
係
る
環
境
影
響
評
価
）

第
二
十
六
条
の
二

特
定
対
象
事
業
に
係
る
放
射
性
物
質
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
の
選
定
は
、
当
該
特
定
対
象
事
業
に

伴
う
影
響
要
因
が
当
該
影
響
要
因
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
環
境
要
素
に
及
ぼ
す
影
響
の
重
大
性
に
つ
い
て
客

観
的
か
つ
科
学
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
別
表
第
十
一
備
考
第
二
号
に
掲
げ
る
一
般
的
な
事
業
の
内
容
と
特
定
対
象
事

業
特
性
と
の
相
違
を
把
握
し
た
上
で
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
特
定
対
象
事
業
特
性
及
び
特
定
対
象
地
域
特
性
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に
関
す
る
状
況
を
踏
ま
え
、
当
該
特
定
対
象
事
業
の
実
施
に
よ
り
放
射
性
物
質
が
相
当
程
度
拡
散
又
は
流
出
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
、
同
表
に
掲
げ
る
項
目
（
以
下
「
放
射
性
物
質
に
係
る
参
考
項
目
」
と
い
う
。
）
を
勘
案
し
つ
つ

、
当
該
選
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

特
定
対
象
事
業
に
係
る
放
射
性
物
質
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
の
選
定
は
、
放
射
性
物
質

に
係
る
選
定
項
目
ご
と
に
放
射
性
物
質
に
係
る
選
定
項
目
の
特
性
及
び
特
定
対
象
事
業
が
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
環
境
影
響

の
重
大
性
に
つ
い
て
客
観
的
か
つ
科
学
的
に
検
討
を
行
い
、
放
射
線
の
量
の
変
化
を
把
握
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
次
項
及
び

第
四
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
法
の
選
定
に
お
け
る
放
射
性
物
質
に
係
る
参
考
項
目
に
係
る
調
査
及
び
予
測
の
手
法
の
選
定
に
つ

い
て
は
、
別
表
第
十
一
備
考
第
二
号
に
掲
げ
る
一
般
的
な
事
業
の
内
容
と
特
定
対
象
事
業
特
性
と
の
相
違
を
把
握
し
た
上
で

、
同
表
に
掲
げ
る
参
考
と
な
る
調
査
及
び
予
測
の
手
法
（
同
表
に
お
い
て
「
参
考
手
法
」
と
い
う
。
）
を
勘
案
し
つ
つ
、
最

新
の
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
特
定
対
象
事
業
特
性
及
び
特

定
対
象
地
域
特
性
を
踏
ま
え
、
当
該
選
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
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項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
第
一
項
の
選
定
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
四
条
か
ら
前

条
ま
で
の
規
定
は
第
二
項
の
選
定
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
選
定
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
」
と
、
第
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
計
画
段
階
配
慮
事
項
」
と
あ

る
の
は
「
項
目
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
専
門
家
そ
の
他
の
環
境
影
響
に
関
す
る
知
見
を
有
す
る
者
（
以
下
「
専
門
家
等
」

と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
家
等
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
事
項
（
以
下
「
選
定
事
項
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
項
目
」
と
、
第
二
十
一
条
第
四
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
参
考
項
目
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
性

物
質
に
係
る
参
考
項
目
」
と
、
第
二
十
一
条
第
五
項
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
中
「
選
定
項
目
」
と
あ
る
の
は
「

放
射
性
物
質
に
係
る
選
定
項
目
」
と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
」
と
、

同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「

前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
の
二
第

三
項
」
と
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
別
表
第
六
か

ら
別
表
第
十
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
十
一
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る



- 7 -

の
は
「
第
二
十
六
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
原
単

位
及
び
係
数
」
と
あ
る
の
は
「
係
数
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
中
「
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
対
象
事
業
に
係
る
」
を
「
特
定
対
象
事
業
に
係
る
法
第
十
二
条

第
二
項
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
六
条

の
二
」
に
、
「
第
二
十
一
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
第
五
条
第
五
項

」
に
、
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
五
項
（
第
二
十
六
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
（
第
二
十
六
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
よ
っ
て
準
用
さ
れ
た
」
を
「
お
い
て
準
用
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
る
。

別
表
第
十
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
十
一
（
第
二
十
六
条
の
二
関
係
）

放
射
性
物
質
に
係
る
参
考
項
目
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参
考
手
法

環
境
要
素
の
区
分

影
響
要
因
の
区
分

一
般
環

放
射
線

工
事
の

工
事
用

一

調
査
す
べ
き
情
報

境
中
の

の
量
（

実
施

資
材
等

イ

放
射
線
の
量
の
状
況

放
射
性

粉
じ
ん

の
搬
出

ロ

気
象
の
状
況

物
質
に

等
の
発

入

二

調
査
の
基
本
的
な
手
法

つ
い
て

生
に
伴

建
設
機

文
献
そ
の
他
の
資
料
及
び
現
地
調
査
に
よ
る
情
報
の
収
集
並
び
に
当
該

調
査
、

う
も
の

械
の
稼

情
報
の
整
理
及
び
解
析

予
測
及

）

働
★

三

調
査
地
域

び
評
価

粉
じ
ん
等
の
拡
散
の
特
性
を
踏
ま
え
、
放
射
線
に
係
る
環
境
影
響
を
受

さ
れ
る

け
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
域

べ
き
環

四

調
査
地
点

境
要
素

粉
じ
ん
等
の
拡
散
の
特
性
を
踏
ま
え
、
前
号
の
調
査
地
域
に
お
け
る
放

射
線
に
係
る
環
境
影
響
を
予
測
し
、
及
び
評
価
す
る
た
め
に
適
切
か
つ
効
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果
的
な
地
点

五

調
査
期
間
等

粉
じ
ん
等
の
拡
散
の
特
性
を
踏
ま
え
、
第
三
号
の
調
査
地
域
に
お
け
る

放
射
線
に
係
る
環
境
影
響
を
予
測
し
、
及
び
評
価
す
る
た
め
に
適
切
か
つ

効
果
的
な
期
間
及
び
時
期

六

予
測
の
基
本
的
な
手
法

事
例
の
引
用
又
は
解
析

七

予
測
地
域

第
三
号
の
調
査
地
域
の
う
ち
、
粉
じ
ん
等
の
拡
散
の
特
性
を
踏
ま
え
、

放
射
線
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
域

八

予
測
地
点

粉
じ
ん
等
の
拡
散
の
特
性
を
踏
ま
え
、
前
号
の
予
測
地
域
に
お
け
る
放

射
線
に
係
る
環
境
影
響
を
的
確
に
把
握
で
き
る
地
点
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九

予
測
対
象
時
期
等

イ

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
搬
出
入

に
用
い
る
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
放
射
線
に
係
る
環
境
影
響
が
最
大
と

な
る
時
期

ロ

建
設
機
械
の
稼
働
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
稼
動
に
よ
る
放

射
線
に
係
る
環
境
影
響
が
最
大
と
な
る
時
期

放
射
線

建
設
機

一

調
査
す
べ
き
情
報

の
量
（

械
の
稼

次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
。
た
だ
し
、
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

水
の
濁

働
※
★

は
水
力
発
電
所
に
係
る
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
、
ホ
に
掲
げ
る
情
報
は

り
の
発

造
成
等

水
力
発
電
所
以
外
の
発
電
所
に
係
る
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

生
に
伴

の
施
工

れ
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

う
も
の

に
よ
る

イ

放
射
線
の
量
の
状
況

）

一
時
的

ロ

水
の
濁
り
に
係
る
項
目
の
状
況
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な
影
響

ハ

流
量
の
状
況

ニ

気
象
の
状
況

ホ

浮
遊
物
質
量
の
状
況

二

調
査
の
基
本
的
な
手
法

文
献
そ
の
他
の
資
料
及
び
現
地
調
査
に
よ
る
情
報
の
収
集
並
び
に
当
該

情
報
の
整
理
及
び
解
析
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
浮
遊
物
質
量
の
状
況
に

係
る
情
報
に
つ
い
て
は
環
境
基
準
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
浮
遊
物
質
量
に

係
る
水
質
の
汚
濁
に
つ
い
て
の
測
定
の
方
法
。

三

調
査
地
域

浮
遊
物
質
量
の
拡
散
の
特
性
（
水
力
発
電
所
に
係
る
環
境
影
響
評
価

を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
流
域
の
特
性
及
び
水
の
濁
り
の
変
化
の
特
性
と

す
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
踏
ま
え
、
放
射
線
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る

お
そ
れ
が
あ
る
地
域
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四

調
査
地
点

浮
遊
物
質
量
の
拡
散
の
特
性
を
踏
ま
え
、
前
号
の
調
査
地
域
に
お
け
る

放
射
線
に
係
る
環
境
影
響
を
予
測
し
、
及
び
評
価
す
る
た
め
に
適
切
か
つ

効
果
的
な
地
点

五

調
査
期
間
等

浮
遊
物
質
量
の
拡
散
の
特
性
を
踏
ま
え
、
第
三
号
の
調
査
地
域
に
お
け

る
放
射
線
に
係
る
環
境
影
響
を
予
測
し
、
及
び
評
価
す
る
た
め
に
適
切
か

つ
効
果
的
な
期
間
及
び
時
期

六

予
測
の
基
本
的
な
手
法

事
例
の
引
用
又
は
解
析

七

予
測
地
域

第
三
号
の
調
査
地
域
の
う
ち
、
浮
遊
物
質
量
の
拡
散
の
特
性
を
踏
ま
え

、
放
射
線
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
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八

予
測
地
点

浮
遊
物
質
量
の
拡
散
の
特
性
を
踏
ま
え
、
前
号
の
予
測
地
域
に
お
け
る

放
射
線
に
係
る
環
境
影
響
を
的
確
に
把
握
で
き
る
地
点

九

予
測
対
象
時
期
等

イ

建
設
機
械
の
稼
働
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
稼
動
に
よ
る
放

射
線
に
係
る
環
境
影
響
が
最
大
と
な
る
時
期

ロ

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

当
該
施
工
に
よ
る
放
射
線
に
係
る
環
境
影
響
が
最
大
と
な
る
時
期

放
射
線

造
成
等

一

予
測
の
基
本
的
な
手
法

の
量
（

の
施
工

イ

放
射
性
物
質
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該

産
業
廃

に
よ
る

産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
排
出
量
の
把
握

棄
物
の

一
時
的

ロ

放
射
性
物
質
を
含
む
残
土
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
残
土
の

発
生
に

な
影
響

排
出
量
の
把
握
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伴
う
も

二

予
測
地
域

の
）

対
象
事
業
実
施
区
域

放
射
線

三

予
測
対
象
時
期
等

の
量
（

工
事
期
間

残
土
の

発
生
に

伴
う
も

の
）
※

備
考

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
放
射
線
の
量
」
と
は
、
空
間
線
量
率
等
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

二

こ
の
表
に
お
け
る
「
影
響
要
因
の
区
分
」
は
、
別
表
第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
備
考
第
二
号
に
掲
げ
る
一
般
的
な
事

業
の
内
容
を
踏
ま
え
区
分
し
た
も
の
で
あ
る
。

三

※
が
付
さ
れ
て
い
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
水
力
発
電
所
に
係
る
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
、
★
が
付
さ
れ
て
い
る
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項
目
に
つ
い
て
は
、
地
熱
発
電
所
に
係
る
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
放
射
性
物
質
に
係
る
参
考
項
目
と

し
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


